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（資料3-1 別紙） 

民間規格評価機関の要件のイメージ 

 

（１） 一般 

① 民間規格評価機関が民間規格等の評価を行う業務を遂行するための方針及び手順は、差

別的であってはならない。 

② 民間規格評価機関が民間規格等の評価を行う際には、要請があった評価に関係する事項に

限定しなければならない。 

 

（２） 組織 

① 民間規格等の評価を行うに当たって、高圧ガス保安法の省令等に規定されている技術基

準との対応関係を確認すること等によりその妥当性を評価するとともに、民間規格等制

改定プロセスにおいて技術的専門性が反映されていることを評価する技術評価委員会

（専門家及び当該民間規格に関係する者で構成）と民間規格等制改定プロセスの公平性、

公正性及び公開性等を含めた全体評価を行う民間規格評価委員会（技術評価委員会より

幅広い専門家で構成）を設置するなど、評価対象となる民間規格等の内容及び分量を勘

案し、評価が十分かつ確実に行われるような評価体制を構築し、その設置及び運営のた

めの公式な規則を持たなければならない。 

② 民間規格評価委員会は、民間規格等に係る技術分野に加え、消費者問題、法律、ジャー

ナリズム等の幅広い分野の専門家から構成しなければならない。また、評価対象となる

民間規格等の関係者を可能な限り幅広く加えなければならない。 

③ 評価に従事する専門家は、評価対象となる民間規格等の制改定（過去の制改定を除く）

に関与していない者でなければならない。また、事務局員は、規格策定に関し一定の知

見を有し、民間規格等作成団体の規格制改定業務に従事していない者でなければならな

い。 

④ 民間規格等に関係する分野は当該民間規格等の内容によって異なるので、関係する分野

を明確にし、その内容についての開示請求があれば開示しなければならない。 

⑤ 評価委員会の審議の内容については、傍聴、議事録の公表、議事概要の公表のうち、少な

くともいずれかの方法により、公開されなければならない。 

⑥ 民間規格評価機関は、⑤にかかわらず、評価委員会の審議を非公開とする場合には、その

理由を明示しなければならない。 

 

（３）規格評価プロセス 

① 評価される民間規格に関係する者は、規格評価プロセスへの参加が認められなければなら

ない。 

② 民間規格評価機関は、規格評価プロセスへの参加に金銭的な制約を設けてはならない。 

③ 民間規格評価機関は、評価委員会での議決への参加資格に、組織の会員資格を条件付けては

ならない。 

④ 民間規格評価機関は、作為又は不作為に関する規格評価プロセス上の不適切な取扱いに対す

る異議申立ての適切な処理手順を文書で定めなければならない。 

⑤ 民間規格評価機関は、評価委員会の運営、議決方法及び規格評価プロセスについて、適

切な手順を文書で定めなければならない。 

⑥ 民間規格評価機関が民間規格等の評価を行うに当たっては、保安検査の方法としての保

安面での妥当性について、次の観点から評価し、評価結果を評価書としてとりまとめな

ければならない。 

 技術基準で要求される性能との項目上の対応が取れていること。 
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 検査を行うに当たって必要な技術的事項について、検査項目毎に、具体的な手法

や仕様が示されていること。 

 評価を行う民間規格等の規定内容が明確かつ実現可能で、規格体系として成立す

るものであるか。 

 関連する技術の動向及び最新知見を参照し、考慮しているか。 

また、評価を行う民間規格等制改定プロセスの公平性、公正性及び公開性を確認しな

ければならない。 

⑦ 民間規格評価機関は、民間規格評価活動に係る業務計画を、少なくとも一年に一回、適切な

方法で公表しなければならない。ただし、早急に民間規格評価活動を行う必要が生じた場合

はこの限りでない。 

⑧ 民間規格評価機関は、上記プロセスにより民間規格等の評価を行う場合、その評価結果

をとりまとめる前に、少なくとも三十日間の意見公募期間を設け、評価書案を添付して

広く意見募集を実施し、その結果得られた意見について適切に対応しなければならない。

また、その際、評価書案を国に提出しなければならない。 

⑨ 民間規格評価機関は、当該民間規格等に関し国が実施する意見募集手続きにおいて提出さ

れた意見に対し必要に応じ評価の見直しを行うなどの対応を適切に行い、その終了後に当

該民間規格等を掲示しなければならない。 

⑩ 民間規格評価機関は、承認した民間規格等を、自らが評価・承認した民間規格等の一覧表

に掲載し公開しなければならない。 

 

（４）評価業務管理 

① 民間規格評価機関は、規格利用者からの技術的な問い合わせに対応可能な体制を整えなけれ

ばならない。 

② 評価した規格について、規格として承認された日から少なくとも五年に一回は、改正、廃止

又は確認が行われるよう適切に管理をしなければならない。 

③ 民間規格評価機関は、評価委員会の議事録、及び資料並びに評価委員会活動で使用した技術

的根拠資料については、その記録を適切に維持管理しなければならない。 

④ 民間規格評価機関は、評価プロセスが適切に運営・維持されていることについて、年一

回以上、有識者等による外部評価を受け、その結果を踏まえて必要な改善策等を講じな

ければならない。 

 

(５) 国による指導等 

① 民間規格評価機関は、国が、民間規格評価機関が要件に従い評価を適切に実施している

かを確認するために行う評価プロセスへの関与を受け入れなければならない。また、こ

の結果を受けた産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会高圧ガス小委員会から

の意見に基づき国が行う改善指導等に従わなければならない。 

② 要件に従った適切な評価の実施確認は、評価委員会への立会いや規格の評価計画の提出

を求めること、評価の実施状況についての一年ごとの定期報告を求めること等によって

行い、本確認において、当該機関が要件を満たしていないと判断された場合、民間規格

評価機関が評価・承認した民間規格等について、保安検査の方法としての妥当性を確認

されたものとしない。 

 

※「民間規格評価機関の評価・承認による民間規格等の電気事業法に基づく技術基準（電気

設備に関するもの）への適合性確認のプロセスについて（内規）」を参照して作成。 

※今後、法制的観点からの修正を行う可能性あり。 

 


